大分県版スマートムーブ参加企業等登録制度実施要綱

（目的）
第１条　この要綱は、本県の環境に関する県民運動「グリーンアップおおいた」の一環として実施する大分県版スマートムーブの趣旨に賛同し、参加登録する企業やイベント主催者等（以下「企業等」という。）の取組を支援することを通じて、「環境先進県おおいた」を目指す県民運動を推進することを目的とする。

（登録要件）
第２条　知事は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす企業等を大分県版スマートムーブ参加企業等（以下「参加企業等」という。）として登録するものとする。
（１）県内に事業所等を有する法人、団体、若しくは個人事業主（国及び地方公共団体を含む。）又は県内を会場とするイベントを主催する者であること
（２）代表者・役員等が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ）又は暴力団（同条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
（３）宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体等ではないこと
（４）特定の公職者（その候補者を含む）又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とする団体等ではないこと

（登録申込）
第３条　大分県版スマートムーブ参加企業等に登録しようとする企業等（以下「申込者」という。）は、大分県版スマートムーブ参加企業等登録申込書（様式第１号）及び誓約書（様式第２号）を電磁的方法又は書面により、知事に提出しなければならない。

（登録）
第４条　知事は、申込者が第２条の規定に適合しているときは、参加企業等に登録しなければならない。
２　知事は、前項の登録を受けた参加企業等について、登録簿を備え、登録年月日、登録番号等を登録しなければならない。
３　知事は、第１項の登録をしたときは、申込者に文書で登録年月日、登録番号等を通知しなければならない。
４　知事は、申込者が第２条の規定に適合していなかったときは、申込者に文書で参加企業等に登録しない旨を通知しなければならない。
５　登録の有効期間（以下「登録期間」という。）は、登録の日から令和10年度末までとする。

（登録の更新）
第５条　登録の更新を受けようとする参加企業等は、大分県版スマートムーブ参加企業等登録更新申込書（様式第３号）を令和11年１月から２月末までの間に、知事に提出しなければならない。
２　第４条第１項から第４項までの規定は、前項の登録の更新に準用する。
３　登録の更新による登録期間は、令和13年度末までとする。
４　登録の更新を行わなかったときは、登録期間の経過によって、その効力を失う。

（調査）
第６条　知事は、必要があると認めるときは、参加企業等に対して、その登録に係る事項に関し調査することができる。

（変更の届出）
第７条　参加企業等は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに大分県版スマートムーブ参加企業等変更届出書（様式第４号）を知事に提出しなければならない。
（１）企業・団体名
（２）代表者氏名
（３）連絡先（所在地、電話番号、メールアドレス）
（４）取組内容

（廃止の届出）
第８条　参加企業等は、第２条の要件に適合しなくなったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
２　前項の規定による届出があったときは、第４条第１項の登録は、その効力を失う。

（登録の抹消）
第９条　知事は、参加企業等が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
（１）虚偽の申込により登録を受けたとき
（２）第２条の要件に適合しなくなったことが明らかになったとき
（３）その他知事が参加企業等として適当でないと認めるとき
２　知事は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該参加企業等の登録を抹消し、文書で登録を抹消した旨を通知しなければならない。

（取組の支援）
第10条　知事は、グリーンアップおおいたへの県民参加を促進するため、参加企業等の取組状況の情報発信のほか必要な措置を講じるよう努めるものとする。

（その他）
第11条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。

附　則
この要綱は、令和８年４月21日から施行する。
